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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是のもと、社業を通じて株主・投資家の皆様、取引先様、従業員など、さまざまなステークホル

ダーの信頼と期待に応えられる経営を推進しております。その実現のために、コーポレート・ガバナンスの充実とコンプライアンスの徹底を図りなが
ら迅速かつ適切で公平な情報開示を継続して行うことで、健全性・効率性・透明性の高い経営の実践に努め、企業価値の向上と社会の発展に貢
献できる企業を目指してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則4-2-1】

当社は中長期的な会社の業績と連動する報酬の割合や、ストックオプション等の設定について検討しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4．いわゆる政策保有株式】

当社は、取引関係の維持・強化を目的として、取締役会が必要と判断する企業の株式を保有しております。また、保有株式については、必要な情
報を入手し、取引関係の維持・強化に伴い得られる中長期的収益等を総合的に考慮し、保有の合理性を取締役会にて定期的に検証しておりま
す。保有上場株式の議決権の行使については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否かなどを総合的に判
断しております。

【原則1-7．関連当事者間の取引】

当社は、取締役・監査役及び執行役員に対して関連当事者取引に関わる調査を実施しております。重要事項に関しては取締役会にて報告し、決
算短信及び有価証券報告書にて開示しております。

【原則3-1．情報開示の充実】

（1）経営理念、経営戦略、中期経営計画を当社ウェブサイトにて掲載しております。

（2）当社は、「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是のもと、社業を通じて株主・投資家の皆様、取引先様、従業員など、さまざまなステークホ

ルダーの信頼と期待に応えられる経営を推進しております。その実現のために、コーポレート・ガバナンスの充実とコンプライアンスの徹底を図りな
がら迅速かつ適切で公平な情報開示を継続して行うことで、健全性・効率性・透明性の高い経営の実践に努め、企業価値の向上と社会の発展に
貢献できる企業を目指してまいります。

（3）取締役・監査役の報酬等については、株主総会の決議による取締役・監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済
情勢等を総合的に考慮して役員報酬規程に基づき決定しております。執行役員についても同様に会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的
に考慮して執行役員報酬規程に基づき決定しております。

（4）当社の取締役・監査役候補者の指名及び執行役員の選任を行うに当たっての方針・手続きについては、知識経験・能力のバランスを考慮し、
的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点により代表取締役が選定し、取締役会にて総合的に検討しております。

（5）取締役・監査役候補者の選任理由につきましては、「株主総会招集ご通知」の参考書類に開示しております。また、コーポレート・ガバナンス報
告書「II　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「１．機関構成・組織運営等に
係る事項【取締役関係】及び【監査役関係】」に社外取締役・社外監査役の選任理由を開示しております。

【補充原則4-1-1】

当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき、法令に定める事項のほか、経営計画に関する事項等重要な業務執行の意思決定及び業務執行
状況の監視、監督を行っております。また、当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、
執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図っております。

【原則4-8．独立社外取締役の有効な活用】

当社は、社外取締役を２名選任しております。社外取締役２名は東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める社外役員の独立性要件
を満たしております。また、社外取締役２名は、他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社グループの持続的な成長と中長
期的な企業価値向上に貢献しております。

【原則4-9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、社外取締役の独立性基準について「社外役員の独立性要件」を定めており、有価証券報告書にて開示しております。候補者の選定にあ
たっては、他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社のグループ経営及びコーポレート・ガバナンスに貢献が期待できる人
物を選定しております。

【補充原則4-11-1】

当社の取締役会は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現及び重要事項の決定と監視・監督の役割を果たすため、多様な知見
と経験を有する取締役にて構成しております。取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、的
確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点により、代表取締役が候補者を選定し、取締役会にて決定しております。



【補充原則4-11-2】

当社は、社外取締役・社外監査役の他社での兼任状況を、「株主総会招集ご通知」及び「有価証券報告書」を通じ、毎年開示を行っております。社
外取締役２名・社外監査役２名は当社グループ以外の他の上場会社の役員を兼任しておらず、取締役・監査役の役割・責務を適切に果しておりま
す。

【補充原則4-11-3．取締役会全体の実効性について分析・評価】

当社の取締役会の実効性についての分析・評価の概要は以下のとおりであり、当社の取締役会が実効的に機能していることを確認しております。

・取締役会を原則として月1回開催し、適時に重要案件の審議・決議を行っている。

・取締役会では十分な審議時間を確保して活発な議論を行っている。

・当社の事業活動に関して豊富な経験と高度な知識を持つ取締役及び企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を持つ社外取締役により経営
課題を多角的な視点から検討している。

・多様な見識・経験を有する社外取締役、社外監査役より独立した客観的な立場での意見を頂き取締役会に反映させている。

【補充原則4-14-2】

当社の取締役・監査役は、その役割、責務を果たす為に必要な知識の習得に努めており、会社は必要に応じて支援を行っております。また、会社
は、社外取締役・社外監査役の就任時に当社の経営戦略や経営計画、組織体制等の情報を提供しております。

【原則5-1．株主との建設的な対話に関する方針】

株主の皆様との建設的な対話を促進する為の当社の体制整備・取組みに関する方針は以下のとおりです。

（1）当社は、ＩＲ担当役員を選任しております。

（2）当社は、経営企画部をＩＲ担当部署としております。経営企画部は関連部署と連携を取りながら株主の皆様との建設的な対話の実務を行って
おります。

（3）当社は、決算説明会及び個人投資家向け会社説明会を実施するとともに、アナリストからの個別の取材対応を行っております。

（4）当社は、決算説明会及び個人投資家向け会社説明会での質問事項（意見・懸念）について、ＩＲ担当役員が取締役会へ報告を行うことにより取
締役や監査役との情報共有を行っております。

（5）株主・投資家との対話に際してのインサイダー情報に関しては、コンプライアンスガイドラインに基づき、適切に管理しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社安川電機 797,280 5.52

第一生命保険株式会社 729,960 5.05

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 548,900 3.80

オリジン電気株式会社 498,000 3.44

オークマ株式会社 435,600 3.01

山田　益二郎 396,900 2.74

株式会社りそな銀行 395,160 2.73

株式会社三菱東京UFJ銀行 395,160 2.73

オムロン株式会社 355,080 2.45

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 283,300 1.96

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満



直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

青木　眞德 他の会社の出身者 ○

小泉　敏郎 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

青木　眞德 ○

社外取締役の青木眞德氏は、当社の取
引先である株式会社アドテック富士にお
いて2016年5月まで取締役会長であり、現
在は同社会長を兼職しております。

経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基
づき、当社のグループ経営及びコーポレート・
ガバナンスに貢献して頂くために社外取締役と
して選任しております。なお、左記のとおり、同
氏は2016年5月まで当社の取引先である株式
会社アドテック富士の取締役会長でありました
が、当社取締役会が定めた「社外役員の独立
性要件」を満たしておりますので独立役員とし
て適任と考えております。



小泉　敏郎 ○

社外取締役の小泉敏郎氏は、当社の取
引先であるスタンレー電気株式会社にお
いて2008年6月まで取締役執行役員であ
り、2014年3月まで同社顧問でありました。

経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基
づき、当社のグループ経営及びコーポレート・
ガバナンスに貢献して頂くために社外取締役と
して選任しております。なお、左記のとおり、同
氏は2008年6月まで当社の取引先であるスタン
レー電気株式会社の取締役執行役員でありま
したが、当社取締役会が定めた「社外役員の
独立性要件」を満たしておりますので独立役員
として適任と考えております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、会計監査人と監査役及び内部監査室との連携を確保しております。また、監査役会に会計監査人と
社外取締役が定期的に出席することになっており、十分な連携を確保する体制を構築しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

中村　康男 他の会社の出身者

上野　啓 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



中村　康男 ○ ―――

経営者としての経験を有し、当社の経営全般の
監査体制の充実化に貢献して頂くために社外
監査役として選任しております。また、同氏は
独立役員としての属性等のすべての項目に該
当しておらず、当社取締役会が定めた「社外役
員の独立性要件」を満たしておりますので独立
役員として適任と考えております。

上野　啓 ○
社外監査役の上野啓氏は、当社の取引
先である日本物産株式会社の代表取締
役会長を兼職しております。

経営者としての経験を有し、当社の経営全般の
監査体制の充実化に貢献して頂くために社外
監査役として選任しております。なお、左記のと
おり、同氏は当社の取引先である日本物産株
式会社の代表取締役会長ですが、当社取締役
会が定めた「社外役員の独立性要件」を満たし
ておりますので独立役員として適任と考えてお
ります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

当社は中長期的な会社の業績と連動する報酬の割合や、ストックオプション等の設定について検討しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

役員報酬の内容

取締役の年間報酬額：２億56百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬は会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して役員報酬規程に基づき決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社の取締役・監査役は、その職務の遂行に必要となる情報について、関連する部門へ情報や資料を求め、情報提供を求められた部門は、要請
に基づく情報や資料を適宜提供しております。取締役会については経営企画部、監査役会については経理部が情報提供の支援を行っておりま
す。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき、法令に定める事項のほか、経営計画に関する事項等重要な業務執行の意思決定及び業務執行
状況の監視、監督を行っております。また、当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、
執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図っております。社外取締役２名は、他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取
締役会の他、経営会議、サンワグループ会議で積極的に意見を述べるとともに、適宜助言を行っております。

取締役候補者の指名及び執行役員の選任、取締役及び執行役員の報酬などの重要な事項に関しては、代表取締役が取締役会に提案いたしま
す。取締役候補者の指名及び執行役員の選任については、代表取締役社長から選任基準や経歴、有する知見等について、詳細に説明が行われ
た上で、社外取締役、社外監査役も交えて慎重に審議いたします。また、取締役及び執行役員の報酬については、代表取締役社長から決定方針
と決定方法を説明し、社外取締役、社外監査役も交えて慎重に審議いたします。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役会設置会社として、監査役会が取締役の経営や業務の執行を監視・監督する体制を採っております。また、社外取締役２名を選
任しており、取締役会における意思決定や経営判断の合理性や透明性の向上を図っております。

当社の監査役会は、常勤監査役２名、社外監査役２名により構成されております。監査役は、重要な意思決定の過程及び職務の遂行状況を把握
する為、取締役会の他に、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し意見を述べるとともに主要な稟議書、その他業
務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めるものとしております。

当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化
を図っております。当社の取締役会は社外取締役２名を含め７名で構成されております。経営における意思決定機関であると同時に、業務執行に
関する監督機関と位置づけられ、業務執行状況を正確に把握し、迅速かつ柔軟に経営判断ができるように、定時取締役会に加え、必要に応じ随
時機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項および経営上の重要事項の付議だけでなく、業績の進捗確認についても議論し業務
執行状況の監視、監督を行っております。

以上の体制によって、コーポレート・ガバナンスの充実が図られ、健全性・効率性・透明性の高い経営を実践できるものと考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
当社は、株主総会は株主の皆様との対話の場であるとの観点から、より多くの株主の皆
様が株主総会に出席できるように、毎年株主総会集中日と予測される日を避けた開催日
の設定を行っております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる電磁的方法により議決権が行使できる環境にあります。

招集通知（要約）の英文での提供 英訳した狭義の招集通知を当社ウェブサイトに掲載しております。

その他

【ウェブサイトへの招集通知の掲載】

当社では、株主の皆様が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、取締
役会決議等の諸手続き完了後、株主総会招集通知発送日前に、東京証券取引所のウェ
ブサイトに開示し、あわせて当社ウェブサイトに掲載いたします。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

【29年３月期における活動状況】

平成28年９月、平成28年11月 ２回実施

【実施内容】

代表取締役社長が当社の事業内容及び業績の推移、今後の見通しについて

説明

【参加者の属性】

個人投資家

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

【29年３月期における活動状況】

平成28年５月、平成28年11月 ２回実施

【実施内容】

代表取締役社長が当社の業績の変動要因、今後の見通しについて説明

【参加者の属性】

アナリスト、機関投資家

あり

IR資料のホームページ掲載
【当社ウェブサイトにおいて掲載している投資家向け情報】

決算短信、有価証券報告書、株主通信、決算情報以外の適時開示資料、会

社案内、会社概要、取扱い製品資料等

IRに関する部署（担当者）の設置

【ＩＲ担当部署】

経営企画部

【ＩＲ担当役員】

常務執行役員 管理本部長 花山一八

【ＩＲ事務連絡責任者】

経理部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、様々なステークホル
ダーの立場を尊重しつつ、協働に努めるべきと認識しており、社是「人を創り、会社を興し、
社会に尽くす」を軸として、ステークホルダーとの協働を実践すべく、企業行動規準を定め
ております。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、環境方針を定めるほか、国内全事業所において、環境マネジメントに関する国際
規格ISO14001の認証を取得しております。ＩＳＯ推進室を設置し、毎年、代表取締役社長の
指示により、経営や業績に連動させた具体的成果がでるようなテーマ設定、並びに地球環
境保全の継続的改善・向上の活動を推進させる目標を各事業所にて策定し、世界各国で
強化されつつある各種規制への対応をはじめ循環型社会への対応に配慮した取り組みを
全従業員にて行っております。毎年１回、認証機関の監査を受け、内部監査も年１回実施
しております。

また、環境負荷の少ない商品を優先的に販売する為に、当社が調達する商品等に含有す
る有害な化学物質を適正に管理する手順について規定すると共に、取引先様に当社のグ
リーン調達活動の要求を開示し遵守して頂いております。更に環境事業分野や省エネ分野
への商談拡大やLED照明の拡販活動等の環境対応商品の販売促進を通して環境負荷の
低減に取り組んでおります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は情報取扱責任者及び情報開示責任者を定め、適時正確な情報を開示する体制を
構築しております。会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リ
スクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うと
ともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組んでおり、当社ウェブサイト
に掲載しております。また、インサイダー情報に関しては、コンプライアンスガイドラインに基
づき、適切に管理しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針（「内部統制システム構築に関する基本方針」）は次のとおりであります。

（1）当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社の役員並びに従業員は、「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是の下、「経営理念」、「サンワテクノス企業行動規準」、「コンプライアン

ス規程」及び「個人情報保護規程」等に掲げる倫理観並びに行動基準を指針とし、企業の社会的責任を果たしております。また、これを徹底するた
め、「コンプライアンス規程」の定めに従い、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、企業の社会的責任の基礎となる法令及び定款を遵守する
コンプライアンス体制を確立しております。

（2） 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る取締役会議事録等の文書については、「取締役会規程」に基づき作成され、法令及び「文書管理規程」に基づき、適
切に保存し、管理しております。

（3）　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　「危機管理規程」を定め、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っております。自然災害リスク等の有
事の際は「危機管理規程」の定めに従って対策本部が設置され、迅速な情報収集と適切な対応が実現できる体制を確立しております。

（4）　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、「取締役会規程」に基づき原則月１回開催し、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定
するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。経営上重要な事項については、常務会においても審議を尽くし、その結果を取締役会に
おいても議論を重ね充実化を図っております。更に経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議において当社並びにグループ各社の目標
展開、課題への対応を討議する体制を確立しております。また、「組織規程」、「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を制定し、
職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図っております。なお、当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定及
び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図っております。

（5）　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制　

「関連会社管理規程」に基づき、グループ各社の経営上の重要事項については取締役会に報告する体制を確立しております。また、原則月１回開
催している関連会社経営会議においても重要事項の事前了承を求めており定期的に報告する体制を構築しております。

2．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グループ各社の損失の危険の管理に関する規程については、当社の「危機管理規程」に準拠しており、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コン
トロールすることにより経営の安定を図っております。また、グループ各社の重要な会社情報は「関連会社管理規程」に基づき当社の取締役会へ
の報告体制を構築しております。

3．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　「関連会社管理規程」に当社とグループ会社間の権限と義務関係を明確に定めており、グループ各社の自主性及び独立性を尊重しつつ、グ
ループ経営の適正かつ効率的な運営を確保するための体制を構築しております。

4．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

グループ各社の役員並びに従業員は、当社の「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是の下、「経営理念」、「サンワテクノス企業行動規準」、

「コンプライアンス規程」及び「個人情報保護規程」等の倫理観並びに行動基準を指針とし、企業の社会的責任を果たしております。

（6）　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの
独立性に関する事項

　監査役の職務を補助すべき専任の使用人はおりませんが、経理部、経営企画部は必要に応じて監査役の職務を補助することができます。ま
た、組織上独立している社長直轄の内部監査室が監査役の職務の補助を行っております。今後は、必要に応じて監査役の職務補助のための監
査役スタッフを置くこととし、その人事については、監査役会の同意を得なければならないものとしております。

（7）　当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　当社は、前号監査役の職務補助のための監査役スタッフの人事異動、人事考課、懲戒処分に関する事項については監査役会の同意を得たうえ
で決定することとしております。

（8）　当社の監査役への報告に関する体制

1．当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

　取締役及び使用人は、法定の事項に加え、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、監査役に遅滞なく報告するものとし
ております。また、監査役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会の他に常務会、経営会議、関連会社経営会
議、サンワグループ会議などの重要な会議に出席するとともに主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締
役又は使用人に説明を求めるものとしております。

2．子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

　監査役は関連会社経営会議に出席し、業務の執行状況及び経営上重要な報告を受けていることに加えて、会計監査人、内部監査室の監査計
画を確認の上、監査計画を立案し、子会社の監査も実施しております。会計監査人が実施した子会社監査結果については会計監査人又は監査
随伴担当者から報告を受け、意見交換を行っております。また、グループ各社の経営上の重要事項については「関連会社管理規程」の定めに
従って報告されることになっており、監査役はその主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用
人に説明を求めるものとしております。

（9）　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　前号の報告をした者に対しては、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・ライン制度規程」に準拠して保護と秘密保持に最大限の配慮を
行うこととしております。

（10）　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求したときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債
務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。また、監査役の職務の執
行について生ずる費用等を支弁するため、半期に一度、一定額の予算を立案しております。

（11）　その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役は、取締役会の他、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会
議等の重要な会議に出席しております。さらに経理部、経営企画部は必要に応じて監査役の職務を補助することができ、内部監査室及び会計監
査人は監査役と連携を図り、適切な意思疎通と監査に必要な情報の共有及び実効的な監査業務の遂行の支援をしております。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

■反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、「サンワテクノス企業行動規準」において、法令および企業倫理の順守を経営の基本とし、反社会的勢力との関係を遮断する方針を定め

ております。

■反社会的勢力排除に向けた整備状況

（１）社是「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」に基づき、企業が社会の一員であることを十分に認識し、今後とも誠実かつ公平な事業を展開し、

社会との信頼関係をゆるぎないものとするため、「サンワテクノス企業行動規準」を制定し、これを運営、管理するため、管理部門管掌役員を委

員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しております。

（２）反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止するため顧問弁護士に適宜助言を受けるとともに、社団法人警

視庁管内特殊暴力防止対策連合会（以下、特防連）に加盟し、各加盟企業との連携を図っております。

（３）「サンワテクノス企業行動規準」のほか、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・ライン制度規程」、「コンプライアンス・ガイドライン」、「コ

ンプライアンス実施の手引き」、「危機管理規程」などの諸規程を整備するとともに、各部店に配置したコンプライアンス委員を通じ、コンプライアン

ス研修を適宜実施し、コンプライアンスの強化を図っております。また、特防連主催の研修会やセミナーに参加し、反社会的勢力に関する情報の

収集、対応方法の研究を行っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、コーポレート・ガバナンスの継続強化に努めてまいりますが、施策の実施にあたっては、東京証券取引所の定める「上場会社コーポレー

ト・ガバナンス原則」に十分配慮したものとする所存です。また、ステークホルダーとの関係については、年２回開催のコンプライアンス委員会にお

いて、定期的な見直しと改善活動を行っております。今後も全てのステークホルダーに評価される企業を目指してまいります。

■適時開示体制の概要

当社の社内体制としまして会社情報の取扱責任者に管理本部長を充て、会社情報の開示責任者に経理部長を充てております。

当社の重要な会社情報は取締役会及び稟議手続により決定し、総務部が取り纏めを行い、情報取扱責任者及び情報開示責任者に報告され

ます。また、当社子会社に関する重要な会社情報は各社規程に基づき各子会社から経営企画部への会社情報の報告体制を構築しております。

情報取扱責任者及び情報開示責任者に報告されて当社グループの重要な会社情報のうち、東京証券取引所の「上場有価証券の発

行者の会社情報の適時開示に関する規則」に定める開示基準に沿って開示内容を決定し、正確・公平・迅速な情報開示を行うこととしています。

尚、緊急の場合には情報取扱責任者及び情報開示責任者の判断により迅速な情報開示を行うこととしております。

情報開示につきましては、東京証券取引所の適時開示情報伝達システム（ＴＤnet）を通じて行い、同時に東京証券取引所内の記者クラ

ブへ資料配布を行っております。また、当社ウェブサイトへも速やかに掲載することとしております。




